
遺
物
遺
蹟
上
よ
”
見
れ
る
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

　
九
州
古
代
の
民
族
に
就
い
て
は
、
倭
漢
の
古
書
に
往
々
’

其
の
記
事
散
見
し
、
随
っ
て
是
等
丈
献
上
の
研
究
か
ら
、

之
が
解
決
を
試
み
π
學
者
は
、
古
來
其
の
激
少
く
な
い
。

近
豪
は
叉
、
土
俗
の
比
較
研
究
な
ご
よ
り
、
更
に
新
し
い

解
説
を
下
し
把
學
者
も
な
い
で
は
な
い
。
か
く
て
近
く
十

年
此
の
方
に
登
表
さ
れ
π
學
説
の
み
で
も
、
實
に
十
指
を

屈
す
べ
き
程
で
、
此
の
問
題
は
も
は
や
論
じ
壷
く
し
て
鯨

藏
な
し
ご
い
ふ
の
有
様
で
は
あ
る
が
、
自
分
は
、
文
献
の

解
繹
上
、
更
に
其
の
間
に
一
の
新
説
を
試
み
る
の
暖
地
あ

る
こ
と
を
認
め
、
不
正
「
倭
人
考
」
の
題
下
に
之
を
磯
表
し

て
、
識
者
の
叱
、
正
を
請
ひ
π
い
ご
思
う
て
居
る
。
そ
こ
で

本
日
は
、
是
等
丈
献
上
の
事
は
、
主
こ
し
て
研
究
の
結
果

　
　
　
策
一
巻
　
　
研
究

文
學
博
士

澱
物
慧
蹟
上
よ
暢
見
れ
る
九
州
苗
代
の
民
族
に
就
て

喜
　
田

貞
　
吉

の
み
を
御
紹
介
す
る
に
止
め
、
從
來
あ
ま
り
學
者
の
手
を

着
け
て
居
ら
な
い
～
少
く
こ
も
、
あ
ま
り
學
者
が
其
の
研

究
を
登
表
し
て
居
な
い
、
遺
物
遺
蹟
の
方
面
か
ら
、
右
の

観
察
が
こ
う
い
ふ
風
に
讃
娘
立
て
ら
れ
る
か
、
其
の
職
を

聯
か
お
話
致
し
把
い
ご
思
ふ
○

　
遺
物
遺
蹟
か
ら
古
代
民
族
を
槻
察
す
る
の
事
は
、
む
し

ろ
人
類
學
。
考
古
學
等
の
範
園
に
堕
す
る
も
の
で
、
随
っ
て

此
の
方
面
に
極
め
て
未
熟
な
る
自
分
が
之
に
だ
づ
さ
は
る

は
、
甚
だ
似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
事
で
は
あ
る
が
、
而
も
古

代
史
研
究
の
出
級
黙
に
就
い
て
は
、
勢
ひ
此
の
方
面
に
材

料
を
求
め
て
、
不
十
分
な
る
記
録
の
敏
を
補
は
ね
ば
な
ら

沁
。
而
し
て
専
門
家
に
よ
っ
て
興
へ
ら
れ
る
材
料
が
、
自
分

　
　
　
　
　
　
　
簗
三
號
　
　
　
二
五
　
（
四
一
二
）



■

　
　
　
第
一
巻
　
　
研
究

ゆ
要
求
に
摩
し
て
不
十
分
で
あ
り
、
若
く
は
甚
だ
緩
漫
で

あ
る
瘍
合
に
於
て
、
自
ら
進
ん
で
此
の
不
得
手
な
る
、
且

不
似
合
な
る
調
査
を
も
敢
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
、

實
際
罷
む
を
得
ぬ
次
第
で
あ
る
。
殊
に
其
の
不
＋
・
分
な
る

記
録
は
、
從
來
劣
く
の
學
者
に
よ
っ
て
、
縦
横
無
蓋
に
研

究
さ
れ
て
．
而
も
今
に
於
て
な
ほ
定
説
を
得
ざ
る
蕩
合
に

於
て
、
把
ご
ひ
自
分
に
撃
つ
セ
解
約
を
下
す
の
聖
戦
が
あ

る
に
し
把
所
で
、
更
に
之
を
側
面
か
ら
確
め
る
べ
く
、
此

新
材
料
の
援
兵
を
籍
る
は
最
も
必
要
な
る
事
ご
考
へ
る
○

　
記
録
上
よ
b
知
る
を
得
る
九
州
古
代
の
民
族
に
は
、
熊

　
　
　
　
く
ゑ
ぴ
と
わ
じ
ん

繍
裟
・
隼
人
。
肥
人
・
倭
入
・
十
…
蜘
蛛
な
ご
の
名
聡
が
あ
る
。
是

等
の
異
り
π
る
名
孤
稚
を
以
て
傳
へ
ら
れ
わ
．
る
民
族
は
、
果

し
て
そ
れ
ぐ
に
異
り
π
る
も
の
な
り
や
、
或
は
異
稽
四

極
の
も
の
あ
り
ゃ
、
其
の
天
孫
種
類
こ
の
關
係
は
如
何
等

の
諸
問
題
に
就
い
て
は
、
從
來
の
學
者
「
そ
れ
ぐ
に
見
解

を
異
に
し
て
居
る
○
熊
襲
は
即
ち
隼
人
に
し
て
、
天
孫
種
族

逡
物
遣
蹟
上
よ
り
盛
れ
る
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
鱗
η
｝
二
號
　
　
　
　
ご
山
ハ
　
（
m
帰
一
一
二
）

ご
は
蓮
ふ
ご
い
ふ
も
の
○
熊
襲
は
全
く
異
種
族
だ
が
、
隼

人
は
天
孫
種
族
ご
同
じ
だ
こ
い
ふ
も
の
G
黒
暗
の
異
種
族

だ
こ
い
ふ
に
も
、
・
或
は
之
を
南
洋
系
の
も
の
だ
こ
云
ひ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ま
ぴ
と

或
は
之
を
朝
鮮
系
の
も
の
だ
こ
い
ふ
。
熊
襲
は
即
ち
肥
入

　
　
こ
セ
ぴ
と
　

こ
く
り

で
、
高
麗
入
即
ち
高
句
麗
ご
同
種
だ
こ
の
説
も
あ
る
○
叉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ゑ
と

倭
人
は
即
ち
能
…
襲
で
、
共
の
倭
人
國
は
H
本
朝
廷
ご
は
没

交
渉
の
も
の
だ
こ
の
説
も
あ
れ
ば
、
倭
人
の
女
王
の
居
牝

や
　
ば
　
お
い

耶
馬
豪
儀
は
即
ち
畿
内
の
大
和
で
山
冠
入
は
即
ち
目
本
人
、

倭
人
國
は
即
ち
羅
本
望
だ
こ
の
説
も
あ
る
Q
叉
其
の
±
蜘

蛛
に
就
い
て
も
、
人
に
よ
り
て
見
解
を
異
に
し
て
居
て
、
諸

説
全
く
統
一
が
な
く
、
殆
ご
混
戦
の
状
態
に
あ
る
ご
申
し

て
よ
ろ
し
い
。

　
右
の
諸
説
い
つ
れ
も
實
挙
上
一
面
の
理
由
を
有
し
て
居

る
。
軍
に
文
献
上
の
解
鐸
か
ら
、
叉
、
土
俗
の
比
較
研
究

な
ご
か
ら
の
み
論
じ
陀
な
ら
ば
、
π
ご
ひ
五
十
歩
七
十
歩

の
差
蓮
は
あ
り
こ
も
、
こ
も
か
く
、
斯
く
論
じ
得
る
に
資



ず
べ
き
暴
酒
が
な
い
で
は
な
い
。
ご
同
時
に
、
叉
一
方
か

ら
は
之
を
打
ち
殿
す
べ
・
き
反
響
を
重
げ
る
事
の
田
來
る
蕩

合
も
多
い
○
叉
π
ご
ひ
反
讃
を
翠
げ
得
ぬ
泡
も
、
先
方
の

鳶
論
を
し
て
、
讃
擦
不
十
分
で
あ
る
こ
の
事
に
論
じ
詰
め

得
る
塙
合
が
多
い
○
さ
れ
ば
ご
で
、
自
己
の
説
を
確
立
し
、

反
甥
論
者
を
し
て
首
肯
せ
し
む
る
程
の
樫
威
あ
る
新
説
は

一
向
出
な
い
。
近
頃
倭
人
の
人
名
官
名
な
ご
の
中
に
、
日

本
語
を
以
て
解
し
得
る
も
の
が
あ
る
に
よ
っ
て
、
倭
人
は

即
ち
日
本
人
だ
こ
い
ふ
様
な
説
も
出
だ
か
に
記
憶
す
る
。

併
し
是
れ
以
て
不
確
認
な
も
の
で
、
現
今
ア
イ
ヌ
が
目
本

語
を
ロ
に
す
る
か
ら
こ
て
、
彼
等
が
天
孫
種
族
で
あ
る
こ

の
事
を
立
論
し
得
な
い
限
は
、
是
も
托
い
一
の
傍
讃
位
の

贋
値
し
か
な
い
Q
果
し
て
然
ら
ば
、
九
州
太
古
の
民
族
の

問
題
は
、
こ
こ
し
な
へ
に
謬
慷
不
十
分
を
以
て
保
留
さ
る

べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。

　
記
録
上
か
ら
論
じ
て
、
自
分
は
先
づ
從
來
腰
表
さ
れ
た

　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
函

数
．
多
の
學
説
に
就
い
て
批
判
を
下
し
て
見
だ
い
。
而
し
て

壁
に
之
に
早
し
て
自
分
の
説
を
螢
表
し
π
い
Q
併
し
今
日

の
講
演
に
於
て
、
共
の
研
究
の
道
筋
を
申
し
述
べ
る
の
暇

を
有
せ
ざ
る
を
遺
憾
こ
す
る
。
い
つ
れ
是
は
「
倭
人
考
」
中

で
零
細
磯
表
す
る
こ
ご
、
し
て
、
今
日
は
た
い
記
録
研
究

の
結
果
の
み
を
御
紹
介
致
し
、
そ
れ
が
遺
物
墨
蹟
上
に
如

何
に
あ
ら
は
れ
て
居
る
か
を
槻
察
し
よ
う
ご
思
ふ
。

　
自
分
の
研
究
の
結
果
で
は
、
先
づ
隼
人
は
確
か
に
天
孫

種
族
ご
は
違
っ
た
も
の
だ
こ
信
ず
る
。
記
紀
の
傳
へ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
の
ず
せ
り
の

る
ご
、
墨
入
の
胤
先
は
天
孫
道
々
重
工
の
御
子
の
火
下
降

み
こ
と

命
だ
こ
あ
る
。
然
ら
ば
正
し
く
天
孫
だ
。
新
撰
姓
氏
録
に
、

も
天
孫
の
中
に
数
へ
て
あ
る
。
そ
こ
で
熊
襲
を
異
種
族
だ

ご
い
ふ
稚
の
人
も
、
隼
人
は
天
孫
だ
こ
主
張
す
る
こ
ご
が

多
い
。
併
し
な
が
ら
、
少
く
も
奈
良
朝
頃
の
學
者
は
、
之

を
異
族
だ
こ
認
め
て
居
た
。
嘉
賓
倉
の
古
い
註
急
な
る
古

記
に
、
「
導
入
難
類
」
こ
い
ふ
語
を
解
し
て
、
「
夷
人
難
類
ご

遣
物
慧
蹟
上
よ
り
見
六
る
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て
〆

第
三
號

二
七
　
（
四
一
四
）



　
　
　
第
一
巷
　
　
研
究

　
の
み
し
　
　
く
サ
ゆ
び
と
　
あ
　
な
　
み
　
ぴ
け
も

は
毛
人
・
肥
人
・
阿
麻
韓
人
等
の
類
」
だ
こ
云
ひ
、
叉
、
「
隼

入
・
毛
人
の
本
土
、
之
を
夷
人
ご
謂
ひ
、
此
等
の
華
夏
に
雑

居
す
る
、
之
を
難
類
ご
謂
ふ
」
こ
も
あ
る
Q
叉
、
【
，
外
蕃
投

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
む

化
」
の
事
を
説
い
て
、
隼
人
。
融
着
投
函
の
蛎
合
に
は
如
何

す
る
か
な
ざ
ご
論
じ
て
居
る
。
即
ち
隼
人
は
、
毛
人
即
ち

蝦
夷
ご
同
じ
く
、
異
論
ご
認
め
ら
れ
π
事
は
明
々
白
々
π

り
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
○
な
ほ
其
の
頃
の
古
書
の
記
事
を

見
る
ご
、
隼
人
は
普
通
の
ほ
本
人
ご
は
言
語
を
異
に
し
、

容
貌
を
異
に
し
、
風
俗
を
異
に
し
て
居
π
事
が
見
ぬ
て
居

る
・
一
々
讃
僚
は
列
藩
致
さ
沁
が
、
結
局
彼
等
が
一
の
叢

誌
こ
し
て
認
め
ら
れ
陀
事
は
疑
な
い
。
然
ら
ば
記
紀
の
租

先
に
關
す
る
傳
説
は
之
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
。
自
分
は

是
は
神
話
學
の
研
究
に
委
す
べ
き
も
の
だ
こ
思
ふ
が
、
併

し
共
の
古
傳
を
強
て
保
存
し
π
く
思
ふ
な
ら
ば
、
天
孫
火

閾
降
命
が
異
族
隼
人
を
從
へ
て
、
其
の
首
長
こ
な
ら
れ
だ

こ
解
し
て
宜
し
か
ら
う
○
大
型
氏
の
一
族
な
る
佐
伯
宿
禰

遺
物
三
蹟
上
よ
り
見
れ
る
九
州
宵
代
の
民
族
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
二
八
　
（
四
一
五
）

が
、
毛
人
よ
り
組
織
さ
れ
た
佐
伯
部
隊
の
長
こ
な
つ
π
例

も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ぼ
ぴ
と

　
隼
人
が
既
に
異
族
把
る
こ
ご
を
認
め
陀
な
ら
ば
、
肥
人

は
其
の
潮
入
が
華
夏
即
ち
中
耳
人
ご
難
碧
し
π
も
の
こ
し

て
、
種
族
的
地
位
は
ほ
“
了
解
さ
れ
よ
う
ご
思
ふ
。
文
武

天
皇
の
四
年
に
隼
人
は
肥
人
等
ご
連
合
し
て
暴
動
を
起
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
な
び
と
　
ひ
だ
ひ
が
み
　
　
　
そ
め
ゆ
ふ

π
。
萬
葉
集
の
歌
に
は
、
「
肥
人
の
額
髪
結
へ
る
染
木
綿
の

染
め
し
心
は
我
れ
忘
れ
め
や
」
こ
も
あ
る
。
是
亦
一
種
愛

つ
セ
風
俗
を
し
て
居
π
も
の
ら
し
い
。
彼
等
は
九
州
の
み

な
ら
す
、
瀬
戸
内
海
地
方
に
も
居
惣
。
播
磨
風
土
記
に
は
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
へ
の
む
み

茂
郡
で
臼
向
の
肥
人
朝
月
君
が
豚
を
飼
つ
花
客
が
あ
亀
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
な
び
と
あ
や
し
　
ゑ
　
ろ

落
日
本
紀
に
は
、
播
磨
の
御
選
の
隈
人
文
石
麻
呂
こ
い
ふ

人
も
出
て
居
る
○

　
熊
襲
に
至
っ
て
は
、
其
種
族
を
考
定
す
べ
き
材
料
が
殆

ご
記
録
上
か
ら
見
付
ら
な
い
、
だ
や
何
こ
な
く
亦
異
族
ら

し
く
思
は
れ
る
の
み
で
あ
る
Q
隼
人
を
以
て
天
孫
種
族
だ



ご
主
張
さ
れ
る
重
野
博
十
…
の
加
…
き
も
、
其
の
逃
馬
・
史
談
集

に
於
て
、
「
彼
の
熊
襲
ご
云
ふ
も
の
は
、
是
は
轡
【
族
で
あ
り

ま
す
。
其
の
居
る
所
は
今
の
大
隅
の
権
妻
郡
、
肥
後
の
軍

籍
、
此
の
山
嶽
の
問
に
幡
結
い
辛
し
て
居
つ
π
も
の
で
あ

り
ま
す
」
ご
言
っ
て
居
ら
れ
る
。
而
も
亦
一
方
で
は
3
熊

襲
は
も
こ
隼
人
種
で
、
其
の
中
の
凶
悪
な
る
も
の
が
深
山

幽
谷
に
立
籠
り
て
、
王
化
を
拒
み
し
族
で
、
今
の
壁
灘
の

生
蕃
の
如
き
も
の
か
ご
思
は
れ
ま
す
し
こ
も
あ
っ
て
、
結

局
は
「
爾
ほ
熟
考
す
べ
き
事
で
あ
り
ま
す
」
ε
結
ば
れ
泥
。

實
際
熊
襲
の
何
者
π
る
か
に
減
て
は
、
記
録
上
手
が
》
り

が
な
い
。
随
っ
て
反
讃
な
き
限
ゲ
は
、
其
の
歴
史
上
に
あ

ら
は
れ
陀
事
蹟
や
、
所
在
の
事
な
ざ
か
ら
考
へ
て
、
暫
く

隼
人
ご
同
種
墨
画
の
も
の
か
、
少
く
ざ
も
其
間
に
何
等
か

種
族
的
關
係
の
あ
る
も
の
こ
解
す
る
を
至
聖
ご
考
へ
る
。

而
し
て
自
分
は
、
其
々
総
な
り
、
所
在
な
り
か
ら
、
之
を

幽
翠
肥
人
ご
同
じ
位
の
も
の
だ
こ
假
満
し
だ
い
ご
思
ふ
。

　
　
　
第
一
巻
　
　
研
究

垂
物
逡
蹟
上
よ
り
見
れ
る
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

之
を
東
夷
の
塙
含
に
比
較
し
て
考
へ
る
ご
、
隼
人
は
所
謂

蝦
夷
に
當
り
、
肥
人
や
熊
襲
は
其
の
華
夏
に
蕪
巧
し
た
も

の
で
、
即
ち
俘
囚
位
に
當
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
本
邦
の
古
書
に
よ
っ
て
傳
は
つ
て
纏
る
隼
人
。
熊
襲
。
肥

人
な
ご
よ
り
も
、
心
志
等
漢
土
の
史
籍
に
よ
っ
て
傳
は
つ

て
居
る
倭
人
の
方
が
、
却
っ
て
比
較
的
精
し
い
こ
ご
が
知

ら
れ
て
居
る
。
随
っ
て
倭
人
に
關
す
る
研
究
は
、
是
ま
で

に
も
随
分
進
ん
で
居
る
。
其
の
根
本
資
料
こ
い
ふ
べ
き
魏

志
の
如
き
は
、
縦
か
ら
横
か
ら
譲
み
盤
さ
れ
て
、
而
も
是

か
ら
倭
人
は
日
本
人
だ
こ
云
ひ
、
異
族
だ
こ
云
ふ
、
全
然

冊
封
の
二
個
の
學
説
が
生
み
出
さ
れ
て
居
る
。
是
は
…
見

を
か
し
な
事
の
様
で
は
あ
る
が
、
共
の
實
無
理
な
る
ぬ
事

で
、
魏
志
や
後
漢
書
の
文
は
、
倭
國
を
日
本
朝
廷
治
下
の

帝
國
だ
こ
見
れ
ば
、
さ
う
も
解
さ
れ
る
し
、
倭
人
を
異
族

だ
こ
見
れ
ば
、
叉
さ
う
も
解
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
居
る
の

で
あ
る
。
自
分
の
研
究
の
結
果
に
よ
る
ご
、
魏
志
や
後
漢

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
一
號
　
　
　
　
二
九
　
　
（
四
一
六
）



第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
慧
物
澱
蹟
上
よ
り
虚
勢
る
九
州
古
代
の
民
族
に
出
て

　
書
に
記
し
π
時
代
の
倭
人
は
、
確
か
に
天
孫
種
族
ご
は
違

　
ふ
ご
思
ふ
○
魏
志
の
著
者
は
之
を
以
て
支
那
の
奨
越
系
統

　
の
も
の
だ
こ
見
て
居
っ
だ
。
而
し
て
倭
入
自
ら
も
、
臭
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぶ
ご

　
大
伯
の
後
だ
な
ご
言
っ
て
居
陀
、
こ
も
か
く
日
本
系
統
ご

や
は
違
つ
陀
も
の
で
め
つ
弛
Q
北
吏
。
砂
書
等
か
ら
後
の
史
籍

、
に
見
ね
る
倭
國
は
、
明
か
に
我
が
帝
國
の
事
を
番
い
π
の

　
で
あ
る
が
、
其
の
前
の
倭
國
は
之
ご
違
ふ
○
是
は
主
こ
し
て

　
九
州
地
方
の
事
を
書
い
泥
の
で
、
無
論
其
の
當
時
で
も
、

我
が
帝
國
の
一
部
こ
し
て
、
日
本
朝
廷
治
下
に
属
し
て
届

だ
も
の
で
は
あ
ら
う
が
、
而
も
彼
等
は
荒
服
の
地
に
あ
っ

て
、
牢
濁
立
國
の
朕
を
呈
し
、
自
ら
王
ご
辮
し
て
支
那
に
交

蓮
し
セ
の
で
あ
る
。
其
の
種
族
的
地
位
は
、
古
記
に
所
謂

夷
人
の
華
夏
に
雑
居
す
る
も
の
、
即
ち
難
類
こ
い
ふ
程
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
づ
ゆ
ゆ
び
と

も
の
か
、
或
は
今
一
歩
進
ん
で
、
東
國
に
於
け
る
東
入
こ

　
い
ふ
程
度
の
も
の
で
あ
っ
陀
か
も
知
れ
ぬ
○
所
が
魏
志
や

後
漢
書
を
見
る
ご
、
其
の
女
王
國
の
記
事
な
ご
は
、
如
何

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
〇
　
（
四
一
七
）

　
　
　
や
ま
と

に
も
我
日
本
朝
廷
の
御
事
を
書
い
た
か
の
如
く
見
ぬ
る
。

是
は
何
故
か
○
蓋
し
魏
志
の
著
者
陳
壽
の
頃
に
は
、
既
に

我
が
朝
廷
の
事
は
彼
の
國
に
知
ら
れ
て
居
て
、
爲
に
著
者

は
、
主
こ
し
て
九
州
地
方
の
事
の
み
に
犯
す
る
魏
の
材
料

を
鞍
排
す
る
に
、
H
本
朝
廷
に
駁
す
る
頭
脳
を
以
て
し
把

結
果
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
○
更
に
後
漢
書
に
至
っ
て
は
、
主

こ
し
て
魏
志
の
記
羅
を
、
其
以
前
の
漢
時
代
の
事
に
書
き

直
し
た
も
の
で
、
著
者
苑
陣
の
頭
脳
に
は
、
確
に
耶
馬
豪

國
を
、
上
本
の
事
だ
こ
思
っ
て
執
筆
し
た
に
相
蓮
な
い
。

而
も
其
材
料
は
主
こ
し
て
九
州
地
方
の
事
で
あ
る
の
で
、

随
っ
て
其
の
記
事
往
々
矛
盾
を
漏
し
、
一
向
辻
穂
の
合
は

ぬ
気
早
を
均
し
て
居
る
の
で
あ
る
○
此
の
黙
を
さ
へ
よ
く

判
如
し
て
、
其
の
記
事
を
精
讃
し
π
な
ら
ば
、
事
情
甚
だ

明
か
に
な
る
こ
ご
、
思
ふ
。
其
の
研
究
の
滋
筋
や
、
古
文

の
解
繹
の
事
は
、
す
べ
て
例
の
「
倭
人
考
」
に
譲
る
こ
し
て
、

結
局
自
分
の
意
見
は
、
大
要
次
の
麺
り
で
あ
る
Q



九
州
地
方
に
は
昔
支
那
人
か
ら
芝
煮
ご
呼
ば
れ
π
民
族

が
蕃
殖
し
て
居
た
○
’
彼
等
は
多
く
の
國
に
分
れ
て
、
露

里
は
之
を
百
浮
輪
ご
数
へ
て
居
る
。
其
中
毒
の
頃
に
交

通
し
セ
も
の
が
三
十
國
ば
か
り
。
無
論
九
州
地
方
の
み

な
ら
す
、
「
東
、
海
を
渡
る
千
蝕
里
雷
害
あ
り
、
皆
倭
種
」

ご
あ
っ
て
、
倭
人
の
分
布
は
導
く
、
日
肥
人
が
播
磨
地
方

に
ま
で
居
柁
事
こ
も
相
心
憎
さ
れ
る
が
、
是
等
は
皆
漸

次
我
が
野
禽
に
服
す
る
事
こ
な
つ
セ
。
宋
書
に
嘗
め
て

あ
る
倭
王
讃
…
、
即
ち
我
が
雄
暑
天
皇
の
遣
は
さ
れ
だ
こ

灘
…
す
る
恩
讐
に
、
皇
宗
以
來
甲
冑
に
身
を
固
め
て
、
東
征

　
　
や
す
　
　
　
　
む

西
伐
寧
ん
じ
塵
る
に
逞
あ
ら
す
、
東
の
立
毛
人
を
征
す

る
五
十
五
國
、
西
の
方
衆
夷
を
服
す
る
六
十
六
國
、
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

ゆ
て
海
北
を
聯
ぐ
ガ
九
十
五
國
ご
あ
る
、
莫
の
衆
夷
⊥
ハ

．
○
0
0

十
六
國
こ
い
ふ
の
は
、
此
の
倭
人
の
諸
國
め
事
で
、
我

が
古
書
に
熊
襲
征
伐
土
蜘
蛛
服
属
な
ざ
の
話
に
な
っ
て

傳
は
っ
て
居
る
も
の
は
、
即
ち
是
で
あ
ら
う
○

　
　
第
一
巻
　
　
研
究

慧
物
逡
蹟
上
よ
り
見
盛
る
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
大
要
右
の
通
り
で
、
倭
の
女
王
の
居
た
耶
馬
壷
國
は
、

星
野
博
士
に
從
っ
て
筑
後
山
門
郡
説
を
可
ご
信
ず
る
。
魏

志
に
よ
る
に
、
女
王
國
に
は
卑
幽
艶
の
後
に
も
女
の
王
が

　
　
　
　
　
　
や
ま
と
の
あ
が
だ

立
つ
海
○
而
し
て
山
門
縣
に
は
紳
功
皇
后
西
征
の
時
に
、
土

蜘
蛛
の
女
高
田
油
津
媛
が
居
陀
。
雄
暑
天
皇
の
頃
に
は
所

謂
洒
の
寺
詣
六
十
六
國
服
属
し
て
、
隼
人
の
本
土
以
外
、

九
州
地
方
大
抵
皇
化
に
浴
し
π
課
で
あ
っ
π
が
、
此
の
遠

方
の
土
豪
等
は
》
朝
廷
の
盤
督
が
弛
む
ご
忽
ち
離
畔
す
る

傾
向
・
が
あ
る
。
黒
体
天
皇
の
時
に
筑
紫
…
の
國
造
磐
井
が
、

火
。
筑
。
豊
の
三
幽
、
即
ち
今
で
言
へ
ば
爾
岡
。
大
分
・
佐
賀

長
崎
・
熊
本
五
縣
の
地
を
掩
有
し
て
、
賢
立
を
圏
つ
陀
な
ざ

い
ふ
の
は
即
ち
是
で
、
宛
然
魏
志
に
見
ゆ
る
女
王
卑
彌
呼

の
雲
叢
で
あ
っ
把
っ
之
を
他
の
例
で
云
へ
ば
、
彼
の
奥
朋

に
裁
て
・
亘
簾
僻
・
難
羅
騨
雑
鎌
よ
の
地
方

ま
で
も
服
署
し
て
居
π
も
の
が
、
後
年
朝
廷
の
紀
綱
の
弛

ん
だ
こ
共
に
、
俘
囚
安
倍
。
清
振
。
藤
原
等
諸
氏
の
強
大
を

　
　
　
　
　
　
　
第
三
跳
　
　
　
三
、
一
　
（
四
一
八
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
研
究

毒
し
彪
ご
同
じ
振
合
の
も
の
だ
こ
思
ふ
。

　
こ
、
に
於
て
説
明
を
要
す
る
の
は
、
同
じ
く
支
那
人
が

倭
の
名
を
以
て
呼
ん
で
居
る
も
の
に
、
時
代
に
よ
っ
て
相

違
を
生
じ
陀
次
第
で
あ
る
。
倭
人
の
交
通
は
漢
時
代
に
既

に
…
行
は
れ
、
魏
を
脛
て
晋
の
武
帝
の
泰
始
年
間
ま
で
縫
嬉

し
て
居
る
が
、
其
の
後
暫
く
中
断
し
π
○
斯
く
て
東
野
の

末
葉
安
帝
の
時
に
、
復
倭
國
の
使
の
來
π
事
が
見
ね
て
居

る
。
此
の
間
約
百
一
ご
二
十
年
Q
此
の
交
通
申
断
の
間
に
、

倭
の
本
体
が
入
れ
代
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
朝
廷
の
始
め

て
支
那
ご
交
通
さ
れ
陀
の
は
臭
の
國
で
、
支
那
で
は
東
晋

か
ら
南
朝
の
諸
肌
に
弱
る
。
是
は
専
ら
韓
土
の
仲
介
に
よ

つ
托
も
の
で
、
其
の
黙
諾
の
開
け
陀
の
が
、
自
然
三
韓
我

に
服
属
し
、
韓
土
こ
の
交
通
の
頻
繁
に
な
つ
柁
後
柁
ゐ
は

巳
む
を
得
な
い
○
其
の
以
前
に
支
那
ご
交
遇
し
π
の
は
専

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
な
オ

ら
九
州
地
方
の
土
豪
で
、
臼
本
朝
廷
ご
は
浸
交
渉
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
其
の
土
豪
等
は
、
日
本
武
尊
や
…
騨
功

遺
物
遺
蹟
上
よ
り
見
れ
る
九
川
古
代
の
民
族
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
二
　
（
四
一
九
）

皇
后
の
西
征
に
よ
っ
て
、
全
然
勢
力
を
失
ム
檬
に
な
b
、

支
那
こ
の
交
通
も
禽
ら
止
め
に
な
つ
把
も
の
こ
察
せ
ら
れ

る
。
斯
く
て
共
の
問
に
百
二
三
十
年
の
中
断
を
溶
し
、
今

度
は
同
じ
倭
の
名
目
で
、
臼
蓋
朝
廷
直
接
の
交
通
が
癒
紳

天
皇
の
御
代
か
ら
始
ま
つ
だ
。
而
し
て
支
那
人
は
、
其
の

双
方
を
共
に
倭
ご
歯
し
、
殊
に
魏
志
や
後
漢
書
の
著
者
は

前
の
倭
の
材
料
を
、
後
の
倭
に
慣
す
る
知
識
を
以
て
按
排

す
る
に
至
っ
て
、
甚
し
く
混
雑
を
生
じ
把
の
で
あ
っ
セ
。

そ
れ
で
も
な
ほ
後
ま
で
倭
ご
日
本
ご
を
減
別
す
る
説
が
保

存
さ
れ
だ
こ
見
ぬ
て
、
奮
諸
書
に
は
口
本
学
ご
倭
國
傳
ご

を
別
に
掲
げ
、
「
総
本
國
は
倭
國
の
別
腫
な
り
」
こ
か
、
「
日

本
は
も
こ
小
國
、
倭
國
の
地
を
併
す
」
な
ご
〉
書
い
て
あ

る
の
は
面
臼
い
○

　
最
後
に
、
土
蜘
蛛
の
事
は
す
で
に
述
べ
托
所
で
ほ
“
明

か
な
通
り
、
是
は
別
に
土
蜘
蛛
ざ
い
ふ
種
族
が
あ
る
で
な

く
、
所
謂
衆
夷
六
十
六
國
を
李
げ
セ
こ
い
ふ
其
の
衆
夷
の



中
の
も
の
で
、
や
は
り
倭
人
に
外
な
ら
ゐ
ご
思
ふ
。
是
も

議
論
は
暑
す
る
が
、
肥
前
風
士
記
に
適
切
な
面
縫
い
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
の
し
る

が
あ
る
。
下
行
天
皇
西
征
の
時
値
嘉
島
の
土
蜘
蛛
が
、
死

を
清
さ
れ
尽
る
恩
を
謝
し
て
、
毎
年
海
産
物
を
御
爺
こ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ま

て
奉
る
こ
の
事
を
書
い
て
、
此
の
島
の
白
水
郎
は
癖
貌
下

魚
に
似
て
、
言
語
俗
に
異
な
り
ご
言
っ
て
居
る
○
蓋
し
隼

人
の
族
で
、
之
を
士
蜘
蛛
ご
言
っ
π
も
の
で
あ
っ
セ
Q
此

の
一
例
以
て
他
を
推
す
事
が
出
來
よ
う
〇

　
九
州
古
代
の
住
民
に
關
し
て
、
文
献
上
か
ら
考
察
し
得

る
所
は
ほ
や
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
更
に
一
つ
附
け
加
へ

π
い
の
は
、
右
の
値
嘉
島
の
白
水
郎
ご
隼
人
こ
の
關
係
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
な

あ
る
。
白
水
郎
は
即
ち
編
入
で
、
漁
掛
を
業
こ
す
る
。
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
み
さ
ち
び
こ

傳
説
に
よ
る
に
、
隼
人
の
瀧
先
の
火
閲
降
命
は
海
幸
濠
で
、

是
亦
漁
掛
が
本
職
で
あ
っ
だ
。
而
し
て
値
嘉
島
の
海
人
が

隼
人
に
似
て
居
る
ご
云
ひ
、
倭
人
亦
漁
業
を
主
こ
す
る
こ

い
ふ
事
等
か
ら
類
推
し
て
、
無
論
他
に
も
種
々
の
理
由
か

第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
弾
物
遺
擬
上
よ
り
見
六
ろ
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ゑ
べ

ら
論
究
し
て
、
諸
國
の
海
部
ご
幕
せ
ら
れ
だ
一
種
の
部
族

は
、
此
の
隼
人
や
倭
人
ご
同
系
統
の
も
の
が
多
い
こ
の
結

論
が
載
る
。
六
諭
蝦
夷
も
亦
漁
業
に
從
古
し
π
o
随
っ
て

海
入
悉
く
倭
人
系
統
だ
こ
は
言
へ
な
か
ら
う
が
、
少
く
も

典
の
中
に
は
此
の
系
統
の
も
の
が
少
か
ら
強
こ
の
事
は
言

へ
よ
う
ご
思
ふ
。
面
も
此
の
系
統
の
も
の
似
、
永
久
的
に

海
人
こ
し
て
存
す
る
も
の
、
み
で
は
な
か
っ
た
。
内
地
に

移
住
し
て
農
民
こ
な
っ
た
も
の
も
亦
少
く
な
い
こ
ご
は
種

々
の
描
か
ら
論
結
さ
れ
る
。
是
も
例
の
「
倭
人
考
」
に
於
て

詳
細
磯
表
す
る
事
ざ
す
る
。

　
之
を
要
す
る
に
、
文
献
上
か
ら
の
薗
分
の
研
究
の
結
呆

で
は
、
九
州
太
古
の
民
族
に
落
し
て
、
ほ
い
右
の
如
き
結

論
を
得
π
に
過
ぎ
な
い
。
是
等
の
民
族
ご
天
孫
種
族
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ゑ
と

岩
燕
の
如
き
に
至
っ
て
は
、
日
本
朝
廷
の
武
勇
者
が
之
を

征
服
し
π
こ
い
ふ
吏
實
の
外
、
殆
ざ
丈
忍
男
か
ら
其
の
接

鯛
の
契
機
を
知
る
事
が
田
野
な
い
。
慧
智
天
皇
の
東
征
は
，

　
　
　
　
　
　
　
蕩
一
嵩
號
　
　
　
一
二
三
　
（
四
二
〇
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
研
究

我
が
建
山
史
上
の
一
大
事
蹟
で
あ
る
が
、
而
も
そ
れ
が
．
頗

る
神
秘
的
な
色
彩
を
帯
び
て
居
る
の
で
、
爲
に
其
の
事
實

の
有
無
が
疑
は
れ
、
天
孫
種
族
は
遠
き
大
昔
よ
り
畿
内
地

方
に
繁
延
し
て
居
だ
も
の
で
、
傷
薬
天
皇
の
東
征
の
説
の

如
き
は
、
一
の
淋
話
に
過
ぎ
な
い
こ
の
新
設
が
提
出
さ
れ

て
も
、
之
に
幽
し
て
適
切
に
反
駁
し
て
、
之
を
首
肯
せ
し

め
る
程
の
材
料
が
な
い
。
叉
、
九
州
太
古
の
民
族
こ
し
て

は
、
右
の
熊
襲
。
隼
人
。
落
入
。
呈
露
な
ご
の
名
繕
を
以
て
呼

ば
れ
把
も
の
が
、
天
孫
灘
族
以
外
の
民
族
の
全
部
で
あ
る

か
、
ま
だ
其
の
外
に
も
或
る
物
が
存
在
し
把
で
あ
ら
う
か

ご
の
問
題
が
提
出
さ
れ
た
こ
し
隠
所
で
、
共
の
肯
定
否
定

に
堕
し
、
交
献
上
か
ら
は
殆
ご
何
等
の
手
懸
り
こ
す
べ
き

も
の
が
な
い
○
そ
こ
で
自
分
は
、
九
州
に
於
け
る
太
古
の

民
族
が
、
遺
物
遺
蹟
の
上
に
如
何
に
現
は
れ
て
居
る
か
を

親
察
し
て
、
文
献
の
不
備
を
補
ふ
ご
共
に
、
右
の
考
案
が

果
し
て
抵
慨
す
る
所
な
し
に
存
立
し
得
る
か
、
或
は
否
定

潅
物
澄
蹟
上
よ
り
三
六
る
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
四
　
（
四
二
一
）

の
運
命
に
陥
る
か
を
試
み
て
見
π
い
ざ
思
ひ
、
前
後
数
回

實
地
の
踏
査
を
行
つ
泥
。
無
論
其
の
足
跡
の
及
ん
だ
範
園

も
狡
く
、
得
陀
材
料
も
少
い
事
で
は
あ
る
が
、
多
少
從
來

の
研
究
上
に
、
参
考
こ
な
る
の
戚
が
な
い
で
も
な
い
○

　
古
代
の
遣
物
遺
蹟
こ
し
て
は
、
我
が
邦
で
は
先
づ
石
器

時
代
の
語
れ
ご
、
降
っ
て
は
、
古
墳
曳
網
見
物
な
ご
で
、

特
に
九
州
方
面
で
は
、
銅
劒
・
銅
鉾
及
び
、
近
時
淋
黒
石
ご

呼
ば
れ
π
城
郭
糠
の
築
石
の
遣
悶
な
ざ
が
あ
る
。

　
石
器
時
代
の
遺
物
遺
蹟
は
、
殆
ご
日
本
全
國
各
地
に
薮

見
さ
れ
る
こ
い
っ
て
よ
い
。
否
π
“
に
本
邦
の
み
な
ら
す
、

四
近
の
國
々
、
ざ
こ
に
も
共
の
存
在
を
見
る
の
で
あ
る
Q

而
し
て
其
の
本
邦
に
於
け
る
も
の
は
、
野
草
普
通
に
コ
ロ

ボ
ッ
ク
ル
ご
質
す
る
ア
イ
ヌ
以
前
の
一
種
の
民
族
の
も
の

こ
し
て
、
了
解
さ
れ
て
居
把
が
、
近
時
は
、
所
謂
コ
ロ
ボ

ッ
ク
ル
は
即
ち
ア
イ
ヌ
典
物
で
あ
る
ざ
の
説
に
傾
い
て
摩

π
o
自
分
も
夙
に
其
の
説
を
主
張
す
る
一
人
で
あ
る
。
併

／



し
本
邦
の
遺
物
遺
蹟
が
、
悉
く
同
一
民
族
の
者
だ
こ
は
云

へ
澱
。
自
分
の
不
十
分
な
る
観
察
に
よ
る
に
、
大
体
に
鞭
て

西
都
の
こ
東
部
の
こ
は
系
統
が
違
ふ
襟
で
あ
る
。
東
部
の

は
、
土
、
器
の
焼
増
も
褐
色
が
、
つ
π
、
薄
墨
色
の
が
主
で
、

形
態
も
複
難
し
、
紋
様
も
唐
草
風
に
曲
線
を
配
合
し
覚
の

が
多
く
、
概
し
て
意
匠
が
込
み
入
っ
て
居
る
が
、
西
部
に

は
、
埴
土
焼
の
が
多
く
、
．
形
も
簡
軍
に
、
紋
…
檬
も
普
麺
は

而
畢
純
な
る
直
線
的
の
も
の
で
、
そ
れ
す
ら
全
く
直
撃
し
て
・

居
て
、
無
紋
の
が
甚
だ
多
い
。
叉
石
器
に
も
多
少
の
差
が
あ

っ
て
、
石
鎌
の
如
き
、
西
部
の
は
大
抵
三
角
．
隠
匿
は
鍬
形

を
な
し
、
足
の
あ
る
の
は
殆
ざ
な
い
が
、
之
に
反
し
て
東

部
に
は
、
足
の
あ
乃
の
こ
、
無
い
の
こ
、
双
方
交
っ
て
居

て
、
北
海
泣
へ
行
く
ご
、
足
の
め
る
方
が
除
程
多
い
○
是

等
の
事
は
大
体
昨
年
の
夏
學
會
大
隅
の
節
に
演
遽
し
て
、

其
の
筆
記
が
四
月
の
史
學
難
解
に
出
て
居
る
障
り
で
あ
る

が
、
尤
も
是
は
極
め
て
大
体
の
事
を
蓮
べ
た
の
で
、
更
に

　
　
　
策
一
磐
　
　
研
究

軸
物
濫
蹟
上
よ
り
見
六
ろ
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

委
曲
に
渉
っ
て
調
査
す
る
ご
、
東
國
か
ら
も
西
部
式
の
も

の
が
獲
見
さ
れ
、
西
國
に
も
東
部
式
の
も
の
が
見
出
さ
れ

な
い
で
も
な
い
。
近
時
普
麺
に
彌
生
式
士
器
な
ご
、
呼
ば

れ
る
牛
殺
風
の
も
の
は
、
自
分
の
所
謂
西
部
式
に
諾
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
而
も
此
の
土
器
を
出
す
石
器
時
代
の
遺

蹟
が
、
尾
張
の
高
倉
か
ら
も
、
阿
波
の
石
井
か
ら
も
、
武
豊

の
加
瀬
か
ら
も
、
最
近
に
は
相
野
の
小
田
原
か
ら
も
螢
見

さ
れ
て
居
る
○
、
若
し
是
が
假
り
に
自
分
の
所
謂
倭
人
系
統

の
も
の
で
あ
る
こ
し
恒
な
ら
ば
、
彼
等
は
石
器
時
代
の
状

態
に
在
る
際
に
、
既
に
斯
く
轟
く
分
布
し
て
居
π
も
の
こ

見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q
但
此
の
遣
物
遺
蹟
が
、
朝
鮮
。
蒲
洲

ご
系
統
を
引
い
て
居
る
か
、
衡
洋
に
置
い
て
居
る
か
は
、

索
具
の
研
究
に
待
π
ね
ば
な
ら
濾
。

　
同
じ
九
州
地
方
の
遺
物
遺
蹟
で
も
、
遠
し
も
一
ご
逼
り

の
み
で
は
な
い
Q
自
分
の
狭
い
見
附
の
結
果
に
よ
る
も
、
同
，

じ
く
南
部
の
中
に
締
て
、
ほ
同
に
は
石
鎌
が
東
西
臼
杵
．
束

　
　
　
　
　
　
　
感
得
號
　
　
　
三
五
　
（
四
一
ご
一
）

O



　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
逡
物
識
蹟
上
よ
り
見
れ
る
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
六
　
（
四
二
三
）

諸
縣
あ
早
り
に
澤
山
登
見
さ
れ
る
が
、
大
隅
。
薩
摩
。
肥
後
　
殆
ざ
同
一
な
の
を
見
て
、
壁
塗
の
鋳
型
を
怪
し
ん
で
居
把
○

な
ご
に
は
、
不
思
議
な
程
に
も
登
見
の
数
が
少
い
。
．
叉
土
　
距
骨
の
遺
物
遺
蹟
の
關
係
を
見
る
に
及
ん
で
、
或
は
遽
い

器
に
も
、
薩
摩
の
士
一
3
野
や
、
肥
後
の
豊
田
な
ご
で
は
、
稚
　
古
に
於
て
双
方
の
間
に
移
住
交
麺
の
事
が
行
は
れ
、
少
く

．
ア
イ
羨
噛
め
い
だ
曲
線
紋
様
の
も
の
が
磯
見
さ
れ
る
。
査
ハ
の
蔀
に
地
名
言
語
な
ご
共
麺
の
も
の
が
淺
存
し
陀

但
其
の
焼
き
方
な
り
、
造
り
方
な
り
は
塾
園
東
。
再
話
な
ざ
　
の
で
は
な
か
ら
う
か
ご
の
念
が
浮
ん
だ
Q
も
つ
ε
も
是
は

か
ら
登
見
さ
れ
る
其
れ
ご
は
署
し
い
相
違
が
あ
る
。
叉
ス
　
花
い
試
み
に
言
っ
て
麗
く
の
み
で
あ
る
Q

レ
ー
ト
で
作
つ
セ
磨
製
の
石
鎌
や
、
石
庖
刀
な
ご
、
是
は
　
　
然
ら
ば
此
朝
鮮
系
統
の
遺
物
遺
蹟
を
遣
し
把
民
族
は
、

朝
鮮
。
満
洲
か
ら
多
く
匹
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
　
我
が
古
傳
説
若
く
は
古
史
の
上
に
見
ゆ
る
材
種
に
恰
癒
す

が
不
思
議
に
も
九
州
の
蔀
か
ら
も
見
出
さ
れ
る
。
薩
摩
る
か
。
或
は
夙
に
絶
滅
し
、
若
し
激
蹟
を
他
民
族
聞
に

の
川
内
地
方
に
多
一
出
る
石
庖
刀
・
日
向
の
延
岡
近
在
で
断
じ
て
、
全
豊
あ
傳
を
逸
し
把
も
の
で
あ
．
。
か
。
之
に

よ
一
拾
得
す
る
磨
製
石
下
な
ど
が
是
で
・
此
の
分
は
ざ
う
就
い
て
は
多
少
の
愚
案
が
な
い
で
も
な
い
が
、
馨
甚
だ

し
て
も
・
朝
鮮
方
面
に
關
係
が
あ
り
さ
う
に
思
は
れ
る
。
自
　
不
十
分
で
、
二
野
臆
断
に
階
る
の
藤
が
め
る
か
ら
、
暫
く

分
は
か
ね
て
九
州
地
方
・
特
に
南
部
の
薩
隅
に
、
朝
鮮
の
褒
表
を
保
留
し
て
、
他
緯
の
研
究
を
侯
π
う
ご
思
ふ
。

古
語
で
山
の
義
な
る
・
レ
ご
い
ふ
地
名
の
多
い
の
を
不
審
、
是
に
於
て
屡
々
提
田
さ
れ
る
開
題
は
、
九
州
地
方
に
も

に
思
っ
て
据
置
又
二
履
歴
に
貴
慮
國
語
即
ち
南
島
の
言
言
右
に
ア
イ
ヌ
が
居
た
か
、
ざ
う
か
あ
事
で
あ
る
。
現

語
こ
し
て
牧
め
て
あ
る
数
詞
が
・
高
麗
語
こ
い
ふ
も
の
こ
　
に
九
州
か
ら
も
幾
ら
か
ア
イ
ヌ
式
意
匠
を
帯
び
覚
紋
襟
の



士
器
が
毛
見
さ
れ
る
の
は
事
實
で
あ
る
。
日
向
あ
π
り
に

は
、
奥
朋
の
館
即
ち
ア
イ
ヌ
の
チ
ヤ
シ
様
の
古
蹟
も
め
る
。

厨
川
欄
ご
全
然
同
じ
式
の
城
趾
も
め
る
。
認
る
學
者
は
九

州
の
地
名
の
読
物
に
就
い
て
ア
イ
ヌ
語
の
解
騨
を
試
み
、

嘗
て
ア
イ
ヌ
の
住
ん
で
居
淀
瀬
を
認
め
よ
う
ビ
す
る
〇
九

州
に
ア
イ
ヌ
タ
イ
プ
の
人
の
居
る
事
も
現
實
’
だ
。
最
も
歴

史
時
代
に
な
っ
て
も
、
少
か
ら
ず
蝦
夷
の
移
住
が
行
は
れ

忙
か
ら
、
或
は
其
關
係
か
も
知
れ
な
い
が
、
大
島
人
や
琉

球
人
、
歴
史
に
所
謂
阿
臓
旅
人
。
阿
児
恩
波
人
が
、
ア
イ
ヌ

系
に
話
す
る
こ
の
有
力
な
説
も
あ
る
。
血
膿
彼
等
の
中
に

は
甚
だ
毛
深
い
も
の
が
多
い
、
嘗
て
大
島
に
は
等
身
の
類

縣
を
有
し
た
偉
丈
夫
が
万
世
。
蝦
夷
の
使
魚
燈
の
長
さ
四

尺
ご
贋
書
に
あ
る
の
こ
比
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ほ
此
の
島

の
民
族
の
研
究
は
、
更
に
同
地
に
就
い
て
十
分
遺
物
遺
蹟

を
調
査
し
紀
上
で
な
け
れ
ば
、
説
を
立
て
る
詳
に
も
墾
ら

ぬ
が
、
赤
り
に
彼
等
が
ア
イ
ヌ
系
の
者
で
あ
る
こ
し
控
な

　
　
　
第
一
魯
　
　
研
究

遺
物
遺
蹟
上
よ
り
見
れ
る
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

ら
ば
、
太
古
ア
イ
ヌ
は
轟
く
九
州
・
南
島
ま
で
も
及
ん
で
－

長
腎
が
、
中
ご
ケ
恐
ら
一
南
方
か
ら
渡
齢
し
把
、
臭
世
人
ご

關
係
あ
り
ご
認
め
ら
れ
る
隼
人
。
倭
入
隅
の
も
の
～
鴬
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

、
感
動
さ
れ
て
、
南
島
に
残
存
し
泥
も
の
だ
こ
の
臆
説
も
立

話
う
。
果
し
て
然
ら
ば
九
州
に
、
ア
イ
ヌ
系
の
遺
物
遺
蹟

が
あ
っ
て
も
説
明
は
っ
く
。
其
の
製
作
の
手
法
の
東
橘
に

あ
る
物
ぜ
大
い
に
違
ふ
の
は
、
彼
等
が
年
代
や
四
韻
の
状
・

呪
を
異
に
し
だ
結
果
だ
こ
見
て
も
よ
か
ら
う
。
要
す
る
に

九
州
地
方
に
於
け
る
石
器
時
代
の
遣
物
遽
蹟
に
は
、
朝
鮮
。

満
洲
ご
纏
絡
あ
る
も
の
こ
、
隼
人
。
倭
人
系
の
も
の
ご
、
今
・

　
一
つ
は
ア
イ
ヌ
類
似
の
も
の
こ
、
少
く
も
此
の
三
通
り
の

も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
大
体
に
於
て
九
州
の

は
東
國
の
こ
の
間
に
著
し
い
颪
別
が
あ
る
ご
は
云
へ
、
更
、

に
其
の
九
州
同
士
の
間
に
も
、
ヌ
朋
か
な
相
違
が
誌
め
ら

れ
る
以
上
、
此
の
推
測
説
を
な
す
の
は
自
然
の
成
行
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
○
註
ハ
の
共
通
の
黙
の
少
か
ら
ず
し
て
、
大
、

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
七
　
（
四
二
四
）



　
　
　
第
」
巻
　
研
究

体
に
東
國
の
こ
著
し
い
相
違
を
示
し
て
居
る
の
は
、
彼
等

が
四
園
の
状
呪
を
憩
う
し
、
叉
互
に
墨
堤
し
泥
結
果
で
も

あ
ら
う
か
。

　
石
器
時
代
の
遣
物
遺
蹟
に
就
い
て
は
、
個
々
の
物
は
こ

に
か
く
、
之
を
概
括
し
て
は
、
走
れ
以
上
未
だ
多
く
を
語

る
程
の
材
料
を
有
し
な
い
○
要
は
將
來
の
研
究
を
俊
つ
の

み
で
あ
る
が
、
此
の
方
面
の
事
は
比
較
的
自
分
の
古
代
吏

研
究
に
は
縁
が
遽
い
Q
自
分
は
む
し
ろ
、
よ
り
多
く
の
興

趣
を
以
て
古
墳
墓
關
係
の
遺
物
墨
蹟
を
槻
察
し
陀
い
。

　
從
來
普
蓮
に
解
す
る
こ
こ
ろ
、
古
墳
墓
は
天
孫
種
族
の

遺
し
た
も
の
だ
こ
言
は
れ
て
居
る
。
自
分
も
大
体
に
於
て

異
議
は
な
い
が
、
悉
く
が
さ
う
ご
は
言
へ
な
い
Q
現
に
融

化
の
諸
蕃
の
遺
し
た
も
の
も
多
か
る
べ
く
、
地
方
に
は
駈

謂
菩
薩
縣
藁
薦
、
土
着
の
豪
族
の
も
の
も
多
か
ら
う
。
而

し
て
特
に
九
州
に
は
、
所
謂
倭
人
系
に
話
す
る
も
の
、
少

か
ら
ぬ
を
疑
は
兎
。
勿
論
古
墳
こ
し
て
、
其
の
構
琶
な
り
、

遺
物
遺
蹟
上
よ
り
見
れ
ろ
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
三
八
　
（
凹
二
五
）

翻
蓼
品
な
り
に
、
共
通
の
も
の
の
多
い
の
は
、
天
孫
種
族

の
文
化
の
普
及
を
意
味
し
て
居
る
。
少
く
も
當
時
の
天
孫

種
族
が
有
し
た
交
明
ご
、
液
接
間
接
に
關
係
あ
る
文
朋
を

有
し
た
民
族
の
住
ん
で
居
願
事
セ
示
し
て
居
る
○
随
っ
て

古
墳
墓
の
存
在
し
て
居
る
地
方
に
は
、
天
孫
種
族
が
住
ん

で
居
だ
こ
か
、
然
ら
す
ご
も
天
孫
種
族
の
丈
朋
が
及
ん
で

居
た
こ
か
の
事
は
言
へ
る
が
、
之
を
以
て
直
ち
に
種
族
を

湿
別
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
○
少
く
も
構
造
な
り
、
内
癖

な
り
に
就
い
て
、
多
歎
の
材
料
を
蒐
集
し
、
比
較
研
究
↓

か
ら
錦
納
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
右
の
見
地
か
ら
し
て
、
電
設
自
分
の
槻
察
し
た
不
十
分
、

な
る
材
料
を
整
理
し
て
見
る
ご
、
九
州
地
方
に
は
少
く
こ

も
、
三
通
り
の
形
式
に
属
す
る
古
墳
の
存
在
が
認
め
ら
れ
．

る
〇
　
一
つ
は
普
通
畿
内
の
古
代
帝
王
陵
若
く
は
其
陪
塚
等

に
見
る
勝
の
も
の
。
即
ち
前
方
後
圓
墳
老
く
は
圓
墳
に
し

て
埴
輪
を
有
し
、
若
く
は
崩
せ
す
、
其
頂
上
に
笹
島
を
藏



す
る
設
備
あ
る
も
の
で
、
自
分
は
之
を
天
孫
種
族
割
石
の
。
　
九
州
に
於
け
る
古
墳
で
、
是
ま
で
に
世
入
の
注
意
に
上

も
の
こ
認
め
て
居
る
。
共
の
二
は
燧
道
を
以
て
墓
塘
に
麺
　
つ
把
の
は
、
筑
後
。
肥
後
方
面
の
が
多
か
っ
た
。
併
し
筑

す
る
も
の
で
、
普
通
に
塚
穴
式
ご
呼
ば
る
、
も
の
。
自
分
　
前
に
も
、
肥
後
に
も
、
肥
前
に
も
、
豊
前
・
豊
後
に
も
、
相
當
一

は
之
を
支
那
風
の
傳
來
し
π
も
の
こ
認
め
る
。
後
に
は
皇
　
に
澤
山
あ
る
。
殊
に
近
年
H
向
に
於
け
る
古
墳
調
査
の
業
ρ

室
に
も
此
の
式
を
御
採
用
に
な
つ
π
が
、
そ
れ
は
用
朋
天
　
が
始
ま
っ
て
、
此
方
に
も
大
斑
多
く
存
在
す
る
事
が
世
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
と
　
　
　
ば
る

皇
陵
、
聖
徳
太
子
墓
な
ご
の
頃
か
ら
か
ご
拝
察
す
る
。
而
知
ら
れ
仁
。
其
の
西
都
の
原
の
如
き
は
、
偉
大
な
る
二
つ

し
て
九
州
に
、
此
一
二
の
写
方
の
形
式
を
折
衷
し
、
若
く
　
の
古
墳
の
附
近
に
於
て
、
二
百
数
十
の
古
墳
が
群
集
し
て

は
爾
形
式
を
並
置
す
る
も
の
、
少
か
ら
ず
存
す
る
の
は
、
　
居
る
○
他
に
も
本
庄
の
四
十
八
塚
だ
ご
か
い
ふ
檬
に
、
群
集

最
も
多
く
注
意
に
値
す
る
。
今
一
つ
は
近
時
阿
波
式
石
棺
　
墳
の
あ
る
地
方
が
多
い
○
然
る
に
、
此
の
日
向
か
ら
山
一

な
ご
、
い
ふ
名
霧
で
、
一
時
考
古
學
…
叢
誌
な
ざ
に
傳
矯
さ
　
つ
隔
て
柁
大
隅
な
り
、
叉
薩
摩
な
り
は
、
最
後
ま
で
隼
人

れ
π
も
の
で
、
圓
墳
上
に
、
若
く
は
丘
陵
の
一
部
に
、
李
　
の
本
土
こ
し
て
遺
り
、
随
っ
て
天
孫
種
族
の
古
墳
は
な
い
や

、
石
を
以
て
長
方
形
の
籍
形
の
小
堤
を
作
つ
セ
も
の
○
以
上
　
天
孫
種
族
が
古
墳
を
造
つ
π
様
な
時
代
に
は
、
母
地
へ
三

三
楼
の
古
墳
墓
は
、
無
論
各
地
に
入
れ
交
っ
て
存
在
し
て
　
を
踏
み
込
む
事
が
な
か
っ
た
、
少
く
も
天
孫
種
族
の
交
明

屠
る
が
、
叉
地
方
に
よ
っ
て
、
ほ
い
一
定
の
風
が
あ
る
楼
　
は
、
此
即
製
に
ま
で
布
及
し
な
か
つ
セ
も
の
だ
こ
い
ふ
風

に
思
は
れ
る
。
而
し
て
之
を
他
地
方
の
も
の
こ
比
す
る
に
、
　
に
、
從
來
普
通
に
解
鐸
さ
れ
て
居
π
Q
併
し
是
は
全
く
調

自
ら
一
種
の
形
式
を
具
へ
て
居
る
趣
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
査
の
足
ら
な
か
つ
忙
爲
の
誤
癬
で
、
薩
摩
の
北
端
伊
佐
郡

第
一
懸
　
　
研
　
究
　
．
遣
物
潰
蹟
上
よ
嚇
見
大
ろ
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

第
三
三

一二

縺
@
　
（
四
門
ご
山
脈
）



第
一
懸
　
　
薪
　
究
　
　
泄
物
澱
蹟
卜
山
よ
り
見
れ
る
九
州
古
代
の
寄
船
に
就
て

に
は
確
か
に
隊
…
を
有
す
る
古
墳
が
あ
る
。
叉
大
隅
の
東
北

隅
、
も
こ
は
“
向
諸
縣
郡
の
中
で
め
っ
た
大
崎
に
は
、
前

方
後
勘
の
立
涙
な
墳
の
あ
る
事
が
、
本
年
二
月
志
布
志
中

学
校
の
瀬
之
獅
敷
諭
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、
引
績
き
鹿
兜

島
女
子
師
範
の
栗
田
敷
禽
に
よ
っ
て
、
是
よ
り
も
遙
か
内

地
な
る
、
殆
ご
大
隅
の
申
央
こ
も
云
ふ
べ
き
肝
属
郡
の
東

一r

�
ﾇ
に
，
群
集
竣
．
の
あ
る
乙
が
報
導
さ
れ
た
Q
自
分
は
親

し
く
此
の
寛
趨
良
の
を
踏
査
し
把
が
、
護
岸
、
大
塚
ご
稗

す
る
も
の
は
長
さ
約
八
十
間
の
前
方
後
圓
墳
で
、
共
の
附

近
に
百
十
除
の
古
墳
が
群
集
し
て
居
る
有
機
は
、
實
に
盛

な
も
の
こ
謂
ふ
べ
く
、
臼
向
西
都
の
原
の
に
も
比
す
べ
き

も
の
ご
還
元
○
共
の
近
傍
に
は
、
此
の
外
に
も
舌
墳
が
少

か
ら
ず
存
在
し
て
居
る
。
薩
摩
に
も
点
々
古
墳
だ
こ
し
て

指
示
さ
れ
把
も
の
が
あ
っ
た
が
、
是
は
多
く
は
皆
自
然
の

砂
丘
や
小
山
で
、
古
墳
で
は
な
か
っ
た
。
だ
㎏
鹿
見
島
の
附

　
　
け
エ
し
ヒ

近
の
賢
才
の
丘
陵
上
に
二
つ
、
古
墳
ら
し
い
も
の
は
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
貸

第
三
二

四
〇
　
（
四
二
七
）

が
、
確
に
さ
う
だ
か
明
か
で
な
い
。
要
す
る
に
薩
隅
に
古
「
「

墳
な
し
ご
の
説
は
確
に
訂
正
を
要
す
る
が
、
共
の
分
布
の

範
園
は
な
ほ
ほ
い
限
ら
れ
て
居
る
。
串
良
の
如
き
は
、
ロ

向
か
ら
海
岸
傳
ひ
に
…
進
ん
で
、
此
の
内
地
ま
で
這
入
っ
に

も
の
で
》
地
理
か
ら
言
っ
て
も
も
形
式
か
ら
言
っ
て
も
、

確
か
に
目
向
系
統
に
掲
し
、
其
の
他
の
地
方
は
依
然
隼
人

の
國
ご
し
て
、
奈
良
朝
以
前
に
は
あ
ま
り
天
孫
種
族
の
勢

力
が
及
ぱ
な
か
っ
把
事
ご
思
は
れ
る
○

　
拐
古
墳
の
分
布
ほ
ほ
い
右
の
通
り
こ
し
て
、
更
に
共
の

形
式
に
立
入
っ
て
調
査
す
・
る
ご
、
こ
、
に
面
白
い
現
象
が

あ
る
。
勿
論
一
つ
く
に
就
い
て
之
を
論
じ
た
な
ら
、
種

々
攣
例
の
蛎
合
も
あ
り
、
廣
く
多
数
の
材
料
を
集
め
て
、

そ
れ
か
ら
予
納
し
た
な
ら
ば
、
叉
墾
り
た
結
論
に
到
達
す
・

る
か
は
知
ら
汲
が
、
欝
分
の
今
目
撃
に
得
元
不
十
分
な
る

槻
察
で
は
、
大
隅
。
H
向
・
画
素
等
、
東
方
面
の
も
の
ご
、
肥

後
。
筑
後
等
も
西
方
面
の
も
の
こ
の
問
札
は
、
大
体
に
於
て



除
濫
発
．
＋
が
愛
っ
て
居
る
様
に
思
は
れ
る
。
東
方
面
に
は

大
体
に
慌
て
畿
内
の
磐
代
塁
陵
に
見
る
が
如
き
、
前
に
述

べ
ね
第
一
種
に
啓
す
る
も
の
が
多
い
○
豊
後
の
庄
の
原
、

手
向
の
東
臼
杵
。
兇
湯
。
東
諸
縣
邊
か
ら
、
南
那
珂
郡
の
颪

島
地
方
、
大
隅
の
冴
鴨
方
魎
ま
で
、
大
体
に
此
の
系
統
の

も
め
が
多
い
○
勿
論
共
の
問
に
は
、
燧
道
を
有
5
る
第
二

種
の
も
の
も
あ
る
け
れ
ご
も
、
そ
れ
は
比
較
的
少
い
。
而

し
て
莫
の
構
造
に
至
っ
て
は
、
地
方
の
状
態
に
よ
っ
て
一

定
で
な
く
、
誓
湯
。
諸
懸
地
方
の
は
、
其
の
地
に
大
き
な
石

材
が
得
難
い
爲
に
、
石
室
を
有
し
、
石
棺
を
具
へ
π
榛
な

も
の
は
少
く
、
多
く
は
当
無
内
に
立
つ
π
様
で
あ
る
が
、

豊
後
か
ら
“
向
の
東
臼
杵
、
そ
れ
か
ら
最
近
に
見
π
大
隅

の
肝
鳩
地
方
の
如
き
は
、
春
材
が
豊
富
の
爲
に
、
石
室
を

設
け
、
叉
は
石
棺
を
具
へ
π
の
が
多
い
。
而
し
て
共
肝
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
っ
く
い

の
大
塚
の
如
き
、
頂
上
に
籏
の
思
弁
石
が
粘
士
で
漆
喰
さ

れ
た
ま
》
に
露
磨
し
て
居
て
、
之
を
開
い
て
漿
内
に
入
る
，

ご
、
恰
も
仁
徳
天
皇
陵
か
ら
明
治
五
年
に
露
れ
花
も
の
、

近
く
は
河
内
の
小
由
の
城
由
で
野
里
さ
れ
把
も
の
こ
全
然
，

同
様
に
、
小
石
で
以
て
長
方
形
の
石
室
を
作
り
、
中
に
長

さ
八
尺
許
の
石
棺
を
茨
難
し
て
あ
る
○
石
棺
の
蓋
は
ま
だ

開
か
れ
す
に
遺
り
、
塘
…
内
に
は
鎧
が
棺
外
に
置
か
れ
た
ま

、
で
、
未
だ
何
人
も
手
を
つ
け
た
事
の
な
い
も
の
で
あ
っ
・

た
。
要
す
る
に
東
方
面
．
特
に
日
向
。
大
隅
地
方
の
は
、
畿

内
の
帝
陵
式
の
も
の
が
多
い
。
是
は
畿
内
の
古
代
住
民
ご
・

の
間
に
、
梱
る
癖
接
な
る
關
係
あ
る
こ
ご
を
階
示
し
て
居

る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
徳
望
説
に
よ
る
ご
、
我
が
皇
・

室
は
九
州
か
ら
起
り
、
帥
武
天
皇
は
日
向
を
立
っ
て
大
和

に
お
遷
り
に
な
つ
π
ご
あ
る
。
之
を
一
の
帥
話
こ
し
て

更
實
を
之
か
ら
求
め
る
こ
ご
を
避
け
、
天
孫
種
族
は
遠
い

蒙
古
へ
か
ら
、
畿
内
地
方
に
蕃
殖
し
て
居
π
も
の
だ
ζ

の
新
説
も
あ
る
が
、
自
分
は
此
古
墳
の
關
係
か
ら
し
て
、

・
畿
内
ご
日
向
地
方
こ
の
睨
に
關
係
を
認
め
、
帥
武
東
征
⑳

第
　
　
巻
　
　
研
乳
究
　
　
遣
物
遺
蹟
上
よ
り
見
搾
る
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

第
三
鵬

臨
一
　
（
四
二
入
）

麟



第
　
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
遺
物
逡
蹟
上
よ
り
見
鋳
ろ
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

古
傳
説
も
、
満
更
架
塞
の
お
噺
で
は
な
く
、
莫
の
慕
つ
く

所
が
あ
っ
π
も
の
で
あ
ら
う
ご
解
し
π
い
。
尤
も
畿
内
に

天
孫
種
族
あ
る
、
必
し
も
瀞
武
東
征
を
以
て
始
こ
す
る
で

は
な
く
、
古
傳
読
に
も
す
で
に
其
の
前
に
饒
遽
臼
命
の
天

降
を
傳
へ
て
居
る
程
で
あ
れ
ば
、
畿
内
に
於
け
る
天
孫
種

族
居
往
の
新
古
の
時
代
論
は
2
4
問
題
こ
し
て
、
少
く
も
古

ぐ
目
向
地
方
に
も
天
孫
種
族
の
國
が
あ
り
、
其
の
國
が
次

第
に
登
簿
し
て
、
他
の
天
孫
種
族
の
國
を
も
從
へ
、
あ
ら

ゆ
る
異
族
を
も
統
一
し
て
、
此
の
大
日
本
帝
國
を
な
す
至

っ
た
こ
の
事
は
、
立
涙
に
認
め
ら
れ
る
事
で
あ
ら
う
ご
思

は
れ
る
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

　
之
に
反
し
て
肥
後
・
筑
後
方
面
に
は
、
畿
内
の
帝
王
陵
に

見
る
標
な
も
の
は
比
較
的
少
い
。
無
論
筑
後
月
の
岡
の
古

墳
の
如
．
き
、
明
か
に
此
系
統
に
属
す
る
も
の
も
あ
る
に
は

あ
る
け
れ
こ
も
、
大
体
こ
し
て
さ
う
で
な
い
の
が
多
い
。

其
多
数
は
燧
を
以
て
墳
に
通
す
る
、
所
謂
第
二
種
の
も
の

第
三
號
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二
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で
、
而
も
其
れ
が
畿
内
地
方
に
難
業
に
見
る
様
な
簡
軍
な

の
で
は
な
く
、
往
々
数
室
連
績
の
形
を
な
し
、
室
内
に
は

朱
或
は
線
青
を
以
て
種
々
の
装
飾
を
施
し
だ
の
も
あ
り
、

中
に
は
木
棺
を
安
置
す
べ
く
一
種
の
装
髭
を
な
し
π
、
も
の

も
少
く
な
い
○
装
飾
の
あ
る
も
の
は
、
筑
後
撫
子
村
の
重

定
、
俘
朋
の
日
の
岡
、
吉
田
附
近
の
奈
良
山
、
其
他
に
も

類
例
甚
だ
多
く
、
棺
を
概
く
爲
の
装
畳
あ
る
も
の
は
、
肥
後

　
せ
　
こ
ん
か
う

の
千
金
甲
、
チ
ブ
サ
ン
、
阿
蘇
の
お
藏
穴
な
ご
、
是
は
胆

後
方
面
に
殊
に
多
い
○
燧
は
も
こ
支
那
に
於
て
王
者
の
章

で
、
諸
侯
以
下
に
は
許
さ
れ
な
か
つ
セ
Q
そ
れ
が
戦
國
時

代
こ
な
り
、
諸
侠
私
に
王
號
を
僑
羅
し
、
漢
に
至
っ
て
王
爵
’

を
臣
下
に
興
ふ
る
に
及
ん
で
、
其
の
制
熟
れ
、
遽
に
其
の

風
は
一
般
に
行
は
れ
る
様
に
な
っ
て
、
朝
鮮
を
維
て
我
が

邦
に
も
這
入
っ
て
來
だ
の
で
あ
る
。
之
を
我
が
皇
室
に
御

話
用
に
な
つ
π
の
は
、
前
申
す
通
り
、
恐
ら
く
用
明
天
皇
頃

が
初
ご
思
は
れ
る
が
、
盗
聞
に
撃
て
は
、
特
に
獣
化
の
諸



蕃
や
、
九
州
地
方
の
直
接
支
那
ご
交
通
し
覚
倭
人
の
間
に

あ
っ
て
は
、
更
に
照
れ
よ
り
も
早
い
時
代
か
ら
行
は
れ
陀

に
相
違
な
い
。
而
し
て
其
の
事
實
を
、
九
州
地
方
特
に
西

方
面
に
於
て
見
る
の
で
あ
る
。
殊
に
面
白
い
の
は
、
此
の

方
面
に
於
て
我
が
帝
王
陵
ご
支
那
の
帝
王
陵
ご
を
鑛
ね
有

し
た
如
き
も
の
あ
る
事
で
、
筑
後
の
入
形
原
、
肥
後
の
江

柵
の
古
墳
に
歴
て
之
を
見
る
○
江
田
の
は
金
冠
や
、
鍍
金

の
靴
、
「
金
銀
珠
玉
を
連
ね
元
理
路
、
銀
象
眼
の
あ
る
刀
劔

な
ざ
の
出
把
も
の
で
、
自
分
は
之
を
倭
人
の
王
の
塚
ご
認

定
す
る
。
．
而
し
て
共
の
塚
π
る
や
、
前
方
財
況
墳
に
し
て

埴
輪
を
有
し
、
後
離
俗
の
頂
上
に
石
．
棺
を
埋
め
元
こ
こ
ろ
、

全
然
畿
内
の
帝
王
陵
に
見
る
通
り
で
あ
る
が
、
而
も
其
の

石
棺
に
は
横
に
孔
を
開
い
て
、
燧
を
設
け
、
埴
輪
以
外
別
に

石
人
を
請
い
て
あ
る
。
此
の
燧
を
設
け
、
石
人
を
置
く
は

支
那
の
王
者
の
葬
儀
に
見
る
所
で
、
是
は
倭
人
王
が
支
那

に
交
済
し
、
、
我
が
帝
王
陵
の
手
答
ご
、
支
郷
の
帝
王
陵
の

　
　
　
第
一
谷
・
　
研
究

泄
物
遺
蹟
上
よ
り
見
れ
る
九
州
古
代
の
民
族
に
着
て

慰
霊
ご
を
兼
ね
含
せ
把
も
の
だ
こ
認
め
ら
れ
る
。
筑
後
入

形
原
の
磐
井
の
墳
ご
号
す
る
も
の
、
亦
全
然
此
の
通
り
の

も
の
で
あ
る
○
磐
非
は
前
述
べ
仁
通
り
倭
人
國
の
・
有
力
者
・

で
、
托
ご
ひ
此
の
塚
が
世
に
傳
ふ
る
如
く
論
弁
の
で
な
い

ご
し
て
も
、
亦
倭
人
王
の
急
撃
る
こ
ご
は
疑
を
容
れ
な
か

、
ら
．
り
Q

　
爾
一
っ
此
の
西
方
面
の
塚
で
、
特
に
注
意
す
べ
き
は
、

池
内
に
眞
の
意
味
に
於
け
る
石
塁
ご
思
は
る
、
も
の
を
具

へ
π
も
の
、
存
在
で
あ
る
。
普
通
に
我
が
考
古
學
活
間
に

構
へ
て
居
る
石
榔
な
る
も
の
は
、
其
癖
コ
鑛
」
に
し
て
、
右

榔
で
は
な
い
。
梛
は
更
に
墳
内
に
安
畳
し
、
棺
の
外
被
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ご
ん
か
う
ろ
く
か

な
る
べ
き
も
の
で
、
肥
後
の
千
金
甲
、
六
嘉
、
筑
後
の
臼
輪

愚
な
ご
の
塚
に
之
を
見
る
。
隊
…
を
以
て
籏
に
通
じ
斗
塘
…
内

に
別
に
石
を
以
て
長
方
形
若
く
は
方
形
の
箱
檬
の
物
を
設

け
、
其
の
内
面
に
は
、
嬉
を
で
も
積
み
重
ね
セ
ご
見
る
べ

き
如
き
彫
刻
を
施
し
て
あ
る
所
、
ご
う
し
て
も
支
那
式
の

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
四
三
　
（
四
三
〇
）



第
一
巷
　
研
究
　
遺
物
逮
蹟
上
よ
り
見
れ
る
九
州
古
代
の
畏
族
に
就
て

　
墳
墓
の
影
響
を
受
け
托
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
識
。

　
　
　
か
く
西
方
面
に
は
、
支
那
こ
の
交
蓮
の
結
果
、
除
里
心

　
　
那
風
を
鉛
毒
し
π
墓
が
存
在
す
る
が
、
東
方
面
に
は
是
が

　
な
い
○
是
等
は
文
献
の
敷
ふ
る
駈
ご
四
駅
っ
て
、
古
代
の

　
民
族
や
、
交
麺
の
里
子
を
贈
示
し
て
居
る
も
の
だ
こ
思
は

　
れ
る
。
而
し
て
隼
人
の
本
土
に
は
右
墳
が
な
い
。
此
隼
人

　
　
が
誓
書
に
難
託
し
て
、
肥
人
こ
か
倭
人
こ
か
に
な
っ
て
は

　
　
日
本
風
の
墳
墓
を
作
り
、
支
那
ご
交
通
し
て
は
支
那
の
風

　
　
を
も
輸
入
し
た
も
の
こ
解
す
べ
き
も
の
で
め
ら
う
。

　
　
第
三
の
簡
輩
な
季
石
の
籏
を
有
す
る
古
墳
は
、
臼
向
。
豊

　
　
後
か
ら
、
四
書
¢
紀
伊
な
ざ
に
分
布
し
て
居
る
も
の
で
、

　
或
る
蕩
合
石
塚
こ
も
關
係
が
あ
る
模
で
あ
る
が
、
、
調
査
殊

　
に
不
十
分
で
、
材
料
不
足
な
る
が
上
に
、
論
旨
あ
ま
り
徴

　
漫
に
埋
る
の
虞
が
み
る
か
ら
、
ム
ー
は
質
す
る
○

，
　
　
銅
劔
。
鋼
鉾
の
事
に
至
っ
て
は
、
是
れ
亦
未
だ
十
分
の
研

　
究
を
纒
な
い
。
た
や
是
が
比
較
的
古
い
式
の
鏡
ご
共
に
筑

第
ヨ
號

四
四
　
（
四
三
一
）

前
須
玖
で
池
見
さ
れ
牝
の
は
注
意
す
べ
き
事
で
、
此
の
種

の
鏡
が
叉
讃
岐
の
石
塚
か
ら
登
見
さ
れ
て
居
る
の
も
面
白

い
。
此
の
遊
車
。
銅
鉾
に
は
二
榛
の
形
武
が
あ
る
〇
一
つ
は

純
然
淀
る
支
那
風
の
も
の
で
、
一
つ
は
南
洋
の
ク
リ
ス
型
・

の
も
の
で
あ
る
。
ク
リ
ス
型
の
も
の
は
、
印
度
の
佛
像
の

持
っ
て
居
る
劔
や
鉾
に
も
此
の
式
の
も
の
が
あ
っ
て
、
明
’

か
に
支
那
式
ご
は
違
ふ
○
是
も
或
は
倭
人
が
南
方
に
關
係

を
持
ち
な
が
ら
、
叉
一
方
に
は
支
那
ご
交
通
し
て
、
其
の

丈
化
を
輸
入
し
た
事
を
語
っ
て
居
る
も
の
で
は
な
か
ら
う

か
。

　
遣
物
遺
蹟
に
就
い
て
論
ず
べ
き
所
は
甚
だ
多
方
面
で
、

到
底
此
の
簡
…
罪
な
講
演
で
述
べ
悉
く
す
べ
き
も
の
で
は
な
．

い
・
只
自
分
が
否
素
交
献
上
か
ら
解
し
て
居
る
肪
の
も
の

が
、
實
物
の
上
に
ざ
う
い
ふ
風
に
あ
ら
は
れ
て
居
る
か
を
・

見
ん
ご
試
み
π
事
を
御
紹
介
し
π
い
ま
で
、
、
未
だ
之
、
か
・

ら
十
分
の
結
果
を
得
る
迄
に
は
、
’
前
途
遼
遠
ご
言
鳳
ね
ば
け



　
　
　
　
　
　
か
う
を
　
い
し

な
ら
ぬ
○
彼
の
紳
籠
石
の
名
を
以
て
近
時
傳
稚
せ
ら
れ
把

，
韓
土
山
城
風
の
大
遺
蹟
の
如
き
も
、
今
目
ま
で
敬
命
さ
れ
．

陀
所
は
、
九
州
北
部
な
る
筑
前
。
筑
後
。
豊
前
の
三
箇
國
ご
、

・
石
蝋
の
西
部
な
る
周
防
ご
に
於
て
、
僅
に
六
箇
所
あ
る
の

み
で
、
な
ほ
將
來
の
研
究
を
侯
っ
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、

是
も
倭
人
の
有
力
者
ご
漁
る
特
別
の
關
係
あ
る
こ
ご
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
の
あ
が
た
ぬ
し

め
ね
ば
な
ら
ぬ
Q
筑
前
雷
山
の
が
恰
土
三
主
即
ち
伊
都
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
を
と

王
の
根
糠
地
に
近
く
、
筑
後
の
山
門
郡
の
が
、
言
ふ
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ば
　
だ
い

も
な
く
大
女
王
居
住
の
耶
馬
丁
國
に
存
し
、
同
誌
高
良
山

の
が
、
．
是
も
有
力
な
る
倭
入
王
で
あ
っ
π
ご
認
定
さ
れ
る

筑
紫
國
造
影
弁
の
嘘
で
あ
る
こ
ご
な
ご
か
ら
、
他
の
も
の

を
も
想
像
し
得
る
こ
ご
、
信
ず
る
。
是
等
の
遺
蹟
も
、
將

來
調
査
が
進
ん
だ
な
ら
ば
、
所
謂
倭
人
の
研
究
の
上
に
、
．

好
資
料
こ
な
る
機
會
が
あ
ら
う
。
而
し
て
莫
の
遺
蹟
が
、

・
中
路
の
西
部
な
る
周
防
に
於
て
登
見
さ
れ
た
事
は
、
倭
入

「
國
が
九
州
の
み
に
限
ら
れ
す
し
て
、
魏
志
に
「
束
、
海
を

渡
る
千
除
里
復
國
あ
り
、
皆
倭
心
」
ご
あ
る
も
の
を
、
遺

蹟
の
上
で
謹
朝
し
て
居
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
な
ほ
石

人
の
存
す
る
墳
墓
が
、
前
述
磐
井
墓
ご
江
田
の
古
墳
こ
の

み
な
ら
す
、
筑
後
の
吉
田
。
上
楠
田
。
肥
後
の
鹿
本
郡
に
三

箇
班
、
菊
池
郡
に
一
箇
勝
、
飽
託
郡
に
一
箇
所
こ
い
ふ
風

に
、
西
部
地
方
に
多
く
存
す
る
こ
ご
、
其
の
鹿
本
郡
鍋
田

及
び
長
岩
に
、
一
種
の
彫
刻
あ
る
模
措
の
多
く
存
す
る
こ

ご
な
ざ
、
是
等
九
州
地
方
の
特
有
ご
認
む
べ
き
．
遺
物
遺
蹟

の
調
査
が
二
水
ま
す
ノ
＼
進
み
、
．
材
料
が
多
く
字
画
に
提

供
せ
ら
る
、
に
至
つ
泥
な
ら
ば
、
此
方
面
の
研
究
は
う
ま

す
一
有
望
こ
な
る
こ
ご
、
思
は
れ
る
。
今
は
謡
い
不
十

分
な
る
材
料
に
基
づ
き
、
記
録
上
か
ら
得
に
結
論
ご
腐
れ

ご
を
結
び
村
け
る
黙
に
於
て
、
多
少
の
手
懸
り
を
得
た
か

の
戚
じ
が
あ
っ
た
ま
、
、
試
み
に
共
の
次
第
を
告
翻
し
て
、

諸
賢
の
高
評
を
請
ふ
把
に
過
ぎ
ぬ
。
（
四
月
廿
二
B
史
學
研

究
會
講
演
筆
記
を
本
こ
し
、
多
少
の
訂
正
を
加
ふ
。
）

第
一
巻
　
研
究

逡
物
遺
槻
上
よ
リ
見
六
る
九
州
古
代
の
民
族
に
就
て

第
三
三

四
鳳
　
（
踵
三
二
）


